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影
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鯰
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骨メ亀

―

最
近

の
話

題

か
ら

麗

高
額
療
養
費
制
度

額
を

２
万
円
超
引
き
下
げ

一３
人
に
１
人
の
医
療
費
自

己
負

担
の
限
度

額
が
軽
減
さ

れ
ま
し
た
。
病
院
の
窓
口
で
支
払
う
医
療
費
の
負
担
限
度
額

を
定
め
た

「高
額
療
費
贅
制
度
」
が
２
０
１
５
年
１
月
か
ら

改
善
さ
れ
、
７０
歳
未
満
で
年
収
約

３
７
０
万
円
未
満
の
人
は
、

月
額
の
上
限
が
約
８
万
円
か
ら
５
万
７
６
０
０
門
へ
と
引
き

こう変わる,高額療養費制度ミ

※70歳来温 夫婦2人と子ども1人の世帯を想定
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下
げ
ら
れ
ま
し
た
。
対
象
者
は
実
に
４
０
６
０
万
人
で
す
。

「
年
収
が
３
０
０
万
円
で
も

７
０
０
万
円
で
も

上
限
が

一

律
な
の
は
お
か
し
い
」
と
の
声
を
受
け
た
公
明
党
が
、
国
会
で

粘
り
強
く
改
善
を
求
め
て
き
た
こ
と
に
よ
っ
て
制
度
改
正
が

実
現
し
た
も
の
で
す
。

高
額
療
養
費
制
度
に
つ
い
て
は
、
１
９
７
３
年
の
創
設
以

来
、
公
明
党
が
一貫
し
て
改
善
を
推
進
。
自

己
負
担

限
度
額

の
超
過
分
を
窓
口
で
い
っ
た
ん
全
額
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

「立
て
替
え
払
い
一
を
不
要
に
す
る
な
ど
し
て
き
ま
し
た
。

霧

難
病
対
策

１
医
療
費
助
成
が
３
０
６
疾
病

に
拡
大

公
明
党
の
主
導
で
成
立
し
た
難
病
医
療
法
と
改
正

児
童
福
祉
法
が
２
０
１
５
年
１
月
か
ら
施
行
さ
れ
、
難

病
対
策
の
新
制
度
が
誕
生
。
医
療
費
が
助
成
さ
れ
亀

指

定
難
病
」
や

「子
ど
も
の
難
病

（小
児
慢
性
特
定
疾
病
ご

の
支
援
策
が
大
き
く
前
進
し
ま
し
た
。

新
制
度
に
お
い
て
指
定
難
病
は
、
従
来
の
％
疾
病
か

ら
３
０
６
疾
病
と
な
り
、
対
象
者
は
７８
万
人
か
ら
約

１
５
０
万
人
に
拡
大
。
子
ど
も
の
難
病
も
５
１
４
疾
病

か
ら
７
０
４
疾
病
に
拡
大
し
、
対
象
者
は
約

１１
万
人
か

ら
約

１５
万
人
に
広
が
り
ま
し
た
。
支
援
内
容
は
、
医
療

費
の
自
己
負
担
額
を
従
来
の
３
割
か
ら
２
割
に
引
き
下

げ
、
高
額
な
医
療
が
長
期
に
必
要
な
患
者
に
は
自
己
負

担
額
を
月
額
最
大

２
万
円
に
抑
え
る
こ
と
な
ど
で
す
。

覇

マ
イ
ナ
ン
パ
ー．
灘
度

―
問

い
合
わ
せ
電
話
を
無
料
化

社

会
保
障
と
税
の
共

通
番
号

？
イ
ナ

ノヽ
パ
ー
）
制
度

の
問
い
合

わ
せ
や
相

談
を

無
料

で
受
け
付

け
る
総

合

フ

リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル
が
開
設
さ
れ
て
い
ま
す
。
　
　
　
　
．

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
は
、
２
０
１
６
年

１
月
の
運

用
開

始
に
向
け
順
次
、
国

内
の
全
住

民
に
個

人
番

号
の
通
知

が
行
わ
れ
て
い
ま
す

。
１０
月
以
降
、
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
に
は

１
日
当
た
り
約

２
５
０
０
件
か
ら
３
０
０
０
件

の
電

話

が
あ
り
ま
し
た
が
、
固

定

電

話

か
ら
か
け
る
と

１
分

当

た
り

１０
円

（全

国
一律
）
の
通
話
料

金
が
か
か
っ
て
い
ま
し

た
。
”
年
の
た
め
、
公

明

党

の
山

口
那

津

男

代

表

は
、
１０

月

２‐
日
に
首
相
官

邸
で
開
か
れ

た
政

府

・
与

党

連

絡

会

議

で
、

マ
イ
ナ

ン
パ
ー
制

度

の
普

及

を

国

民

目
線

で
推

進
す
る
た
め
に

問
い
合

わ
せ
電

話
の
無

料

化

を

要
望
し
ま
し
た
。

国0120ι95・0178
(平日は午鷲9時半～午後1時、
土日祝は午前9時半～午後5時半まで)。


